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Ⅰ. 改正インド会社法案－成立間近か？重要ポイントを

探る 
 

 2012 年 12 月 18 日、インド会社法案(Companies Bill, 2012。

以下｢会社法案｣といいます。)が下院議会(Lok Sabha)の承認

を受けました。現行インド会社法は 1956 年に施行されて以

来、多少の修正はありつつも基本的枠組みは維持されたまま

今日に至っていますが、いよいよ抜本的な法改正に向けて大

きな一歩を踏み出しました。改正の主な背景には、①大手 IT

企業サティアム等の粉飾決算を受けて、コーポレート・ガバナ

ンスの強化の必要性が高まったこと、②施行から 60 年以上

を経過して時代遅れの規定も散見されるようになったこと等が

あります。 

 会社法案は、インドに新規に進出する日系企業のみならず

既に進出済みの日系企業にとっても大きなインパクトがあると

考えられます。会社法案が提案する改正点は多岐にわたりま

すが、以下、今後インドに進出する日系企業が注意すべきポ

イントを解説します。 

 

1. 企業合併・買収に関する変更 

 

 現行法上、インド会社と外国会社との合併については規定

がなく認められないと解されてきました。これに対して、会社法

案は、インド会社と外国会社との合併を認めています。ただ

し、どの国の会社との合併が認められるかについては、インド

政府が別途認めることとしています。また、合併関連の他の

改正点としては、現金や預託証券(Depository Receipt)を合併

対価とすることも提案されており、これが実現すればインド企

業を買収する際の自由度が増すことになります。 

さらに、現行法では、少数株主から強制的に株式を取得する

スクイーズアウトの手法が限られており、例えば上場会社に

対して公開買付を実施した場合でも、少数株主が公開買付に

応募しなかった場合、当該会社を完全子会社化することが困

難でした。この点、会社法案は、公開買付等により 90%以上の

株式を取得した場合、少数株主から強制的に株式を買い取る

制度を提案しております。 

 

2. 取締役会の構成に関する変更 

 

 インドに進出している多くの日系企業にとって最も重要な改

正点の一つは、取締役会の構成に関する変更です。まず、会

社法案は、非公開会社(Private Company)においても、インド

の居住者である取締役を 1 名以上選任しなければならないと

することを提案しています。日本人であってもインドの居住者

であると認められますが、そのためには、前年に 182 日以上

インドに滞在していることが必要です。 

 また、会社法案上、上場企業は、全取締役のうち 3 分の 1

以上を独立取締役とすることを必要とし、さらに、特定の会社

(おそらく上場会社と一定の規模の公開会社に限られると予想

されます。)は、女性の取締役を 1 名以上選任することを必要

とすることも提案されています。 

 取締役会については、他にも、電磁的方法による招集通知

の発送や、ビデオ会議により参加した取締役も出席者として

定足数にカウントされることが法令上認められること等の変更

が提案されており、これらが実現すれば、今後日系企業に

とっても活用が期待されます。 

 

3. 一人会社の設立が可能に 

 

 日本の会社法上は株主が 1 人のみの会社が認められてい

ます。この点、インド会社法では、従来、非公開会社であって

も最低 2 人の株主が必要とされていましたが、会社法案は株

主が 1 人の会社である一人会社(One Person Company)を認

めることを提案しています。なお、一人会社の株主は自然人

のみを想定しているかのような条文があるため、法人が株主

になることができるのかに関しては、インドの専門家の間で見

解が分かれています。この点、日系企業がインドに 100％子

会社を作る場合、取締役就任予定の個人や関連会社に対し

て少数の株式を付与することで最低株主数の制限を満たす

必要がありました。法人が一人会社の株主になることができ

るとされた場合、いわゆる名義株主を設定せずに 100％子会

社を設立することができるようになります。 

 

4. CSR(企業の社会的責任)の義務化 

 

 会社法案は、一定規模以上の会社 1は、取締役会の中に、

取締役 3 名以上、うち最低 1 名は独立取締役から構成される

CSR委員会を設置することを提案しています。取締役会には

CSR活動の実施を確保する努力義務があり、過去 3 年間の

事業年度の平均純利益の最低 2％を、CSR委員会が作成し

たCSR Policyに則って拠出しなくてはならないとされていま

す。 

 

 以上、会社法案の重要ポイントを簡単にご紹介しましたが、

現時点では会社法案の成否は不透明です。これまで会社法

改正法は、2009 年以降、複数回にわたり国会に上程されて

いますが、いずれも廃案となっています。会社法案が正式に

法制化されるためにはこの後、上院議会(Rajya Sabha)及び大

統領による承認を経る必要があります。今後はその行方に注

目する必要があるでしょう。 

 

                                                   
1
 一事業年度内において、純資産が 50 億インドルピー以上、売上高が 100

億インドルピー以上、又は純利益が 5000 万インドルピー以上であることが

要件とされています。 
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Ⅱ. カンボジア法の特徴と運用上の留意点 
 

 近年、カンボジアは成長市場アジアの一部として日系企業

の注目を集めています。今回は、カンボジアへの進出を検討

する第一歩として、カンボジアの法制度の特徴と運用上の留

意点を報告します。 

 

1． カンボジア法の特徴 

 

① 外資規制が少ない 

 

 カンボジアは、他のアジア諸国と異なり外資規制が少ないの

が特徴であると言われます。法律上、内外資平等が定められ

ており、実際多くの事業分野において外資 100％出資による

現地法人を設立することが可能です。ただし、外国人 2はカン

ボジア国内の土地を所有することが認められていません。現

地の日系企業の多くは土地を賃借3することにより工場等の建

物を保有しています。 

 

② ビジネスの基本となる法律は整備済み 

 

 カンボジアは、旧宗主国であるフランスの法律を継受したた

め、基本的には日本と同じシビル・ロー(大陸法)の国に属しま

す。シビル・ローの国においては、一般に議会の制定した成

文法が重視されます。この点、カンボジアでは、民法、会社

法、投資法、労働法等のビジネスの基盤となる法律は一応一

通り整備されています。特に、2011 年に施行された民法に関

しては、日本政府の支援によって起草されたため、日本の民

法の内容に近く、日本の実務家には理解しやすいものとなっ

ています。 

 

2． 運用上の留意点 

 

 カンボジアの法制度は一見すると整っており、内容もわかり

やすいように思われますが、他方で、実際に事業進出すると

なると実務上留意しなければならない運用上の問題点がいく

つかあります。 

 

① 当局の裁量の問題 

 

 まず、基本的な法律の多くは最近、2000 年代に入ってから

制定されたものであり、運用上ないし判例上、いまだ解釈が

定まっていない論点が多く残されています。また、一定の規制

業種(例えば、銀行業や流通業等)を行うためには、ライセンス

(許認可)が必要になる場合がありますが、細目を定める規則

等までは整っていないことが往々にしてあります。その結果、

規制業種のライセンス付与に当たって当局の裁量が大きくな

り、かかる裁量を通じて、カンボジア人(企業)が事実上優遇さ

れる場合があります。また、カンボジアでは賄賂が横行してい

ると言われていますが、当局の裁量が大きいことが賄賂の温

床の一つとなっていると言えます。 

 

② 少数株主の保護の問題 

 

 カンボジア人(企業)との間で合弁を行う場合、少数株主の扱

いに関して留意する必要があります。 

 まず、会社法の原則としては、株主総会の普通決議につい

ては出席株主の過半数、特別決議4については出席株主の 3

分の 2 以上の賛成が必要とされていますが、かかる原則が

定款により修正されている場合が少なくありません。カンボジ

アでは少数株主保護の見地から、定款上、株式の発行、合

併、清算等の重要事項に際しては全株主の同意が要求され

ている場合が少なくはなく、第三者により設立されたカンボジ

アの会社に出資する場合等、既存の定款がそのまま利用さ

れる場合には注意する必要があります。 

 また、仮に定款において全株主の同意が必要であると明記

されていない場合でも、合併や清算等の会社の少数株主に

対して大きな影響を与える事項については、法律及び定款の

決議要件を満たしたとしても、少数株主が反対している限り、

商業省(Ministry of Commerce)が事実上登記申請を受理しな

い場合があります。 

 

 上記のとおり、カンボジアは日系企業にとって法制度上、魅

力的な点が多い一方で、今後の発展のための過渡期的な歪

みがあることも否定できません。現時点では、これらの問題に

対しては有効な解決策を出しづらい場合もありますが、カンボ

ジアにおける羅針盤として、現地事情に通じた信頼できる外

部専門家に依頼の上、慎重に対処していくことが肝要でしょ

う。 

 

                                                   
2  現地法人であっても外国人（企業）が 49％超の株式を保有している会社は

外国人とみなされます。 

3  土地を使用する方法には、期間 15 年未満の賃貸借と期間 15 年以上の長

期賃借権の 2 種類があります。長期賃借権は登記することができ、登記し

た場合には第三者に対しても対抗できます。 

4  定款変更、合併、解散・清算等には特別決議が必要となります。 
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西村あさひ法律事務所 

アソシエイト弁護士 

シンガポール事務所共同代表。5 年以上にわ

たる海外への出向経験を生かし、現在はアジア

のビジネス・ハブとなったシンガポールからイン

ド、インドネシア、マレーシア、タイ、カンボジア

等のアジア新興国のビジネス法務に携わる。 

 

2006 年弁護士登録。以降、南・東南アジアを中

心とする日系企業の新興国進出、ビジネス法務

案件を担当。2012 年 5 月より Nishith Desai 

Associates 法律事務所出向中(2012 年 11 月ま

でムンバイオフィス、同年 12 月よりバンガロール

オフィスに勤務)。 

 

今
いま

泉
いずみ

 勇
いさむ

 
西村あさひ法律事務所 

アソシエイト弁護士 

 

煎
せん

田
だ

 勇
ゆう

二
じ

 
西村あさひ法律事務所 

アソシエイト弁護士 

2006 年弁護士登録。M&A、一般企業法務に加

え、インドへ進出する日系企業案件を担当。

2012 年 9 月より Khaitan&Co 法律事務所に出

向中(2013 年 1 月までムンバイオフィス、同年 2

月よりデリーオフィスに勤務)。 

 

 

 

2006 年の弁護士登録後、バンキングを中心とし

た金融案件を主に取り扱う。2011 年より 2012 年

まで三菱東京 UFJ 銀行シンガポール支店に出

向。2012 年 10 月より西村あさひ法律事務所シン

ガポール事務所にて勤務。 
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西村あさひ法律事務所 

アソシエイト弁護士 

   

2008 年弁護士登録。2012 年 1 月シンガポール

事務所の開設とともに常駐し、同年 6 月からマ

レーシアの Zaid Ibrahim & Co., a member of 

ZICOlaw に出向。主に日系企業のマレーシア及

びカンボジア等への新規進出・事業展開を

ZICOlaw の現地弁護士とともに支援中。 
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